
広報みほ　平成２７年７月号広報みほ　平成２７年７月号1313

　１０月１日を基準日に全国一斉の国勢調査を行います。国勢調査は、日本の人口や世帯に関す
る全数調査であり、国や都道府県、市区町村の行政の基礎資料として活用されるほか、学術・
教育機関、企業など幅広い分野で利用され、私たちの暮らしに役立てられます。
　調査対象は、１０月１日現在、日本国内に住んでいるすべての人です。調査内容は「男女の別」
「出生の年月」「就業状況」等、全部で１７項目となっています。

　オンライン回答を推進するため、調査票の配布に先行して、オンライン回答期間を設定する
方式で調査を実施します。調査員が、９月中旬に皆さんのご自宅を訪問してオンライン回答用
ＩＤを配布しますので、パソコン・タブレット・スマートフォンからご回答をお願いします。
オンライン回答のなかった世帯へは調査票を配布いたしますので、そちらにご記入ください。

スマート国勢調査！スマート国勢調査！

これまで、介護保険サービス費の利用者負担割合は一律１割でしたが、平成２７年８月から、「合計所得金額
が年間１６０万円以上で、年金収入等とその他の所得金額の合計が単身２８０万円以上もしくは２人以上世帯
で３４６万円以上の方」の負担割合が２割に変更されます。また、利用者負担割合が変更されるにあたり、
利用者負担割合証が発行されるようになります。利用者負担割合証は７月中に送付予定です。

申請により、１カ月ごとの利用者負担額が
上限額（利用者負担段階に応じて設定）を超
えた額を、高額介護サービス費として払い
戻しています。８月１日から、利用者負担
段階の区分に現役並み所得者が加わります。

※現役並み所得者…同一世帯に住民税課税
所得１４５万円以上の第１号被保険者がい
て、該当者の収入が、単身で３８３万円以
上、２人以上で５２０万円以上の方。

利用者負担段階 上限額

４４，４００円

３７，２００円

世帯：２４，６００円

個人：１５，０００円

個人：１５，０００円

世帯：１５，０００円

現役並み所得者（平成２７年８月から）

一般世帯

住民税非課税世帯

・生活保護受給者の方

・利用者負担を１５，０００円に減額にすること

　で生活保護の受給者とならない場合

・合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円
　以下の方

・老齢福祉年金受給者の方

高額介護サービス費高額介護サービス費

自己負担割合自己負担割合

【問合せ】　役場福祉介護課☎８８５－０３４０（内線１１３）【問合せ】　役場福祉介護課☎８８５－０３４０（内線１１３）

国勢調査は「統計法」で厳格な秘密保護が定められています。
回答いただいた内容は、統計以外の目的に使用することはありません。

～国勢調査については、「国勢調査２０１５キャンペーンサイト」をご覧ください～
http://kokusei2015.stat.go.jp/

ｎｅｗ

居住確認、
オンライン
回答用ＩＤを
世帯に配布

パソコンやスマートフォンから
　　　　オンライン回答

オンライン回答のなかった
　世帯のみ調査票を配布

調査員または
　郵送提出

回答完了

　納期限から１年以上介護保険料を納めていない方は、滞納期間に応じて次のように保険給付が制限され
ますのでご注意ください。

　◇１年以上滞納…費用の全額を利用者が一旦負担し、申請後に保険給付９割が支払われます。

　◇１年６カ月以上滞納…保険給付の一部または全部が一時差し止めとなります。

　◇２年以上滞納…利用者負担が３割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

【介護保険サービス費の利用者負担】【介護保険サービス費の利用者負担】

保険料の納め忘れ、滞納にご注意ください

広報みほ　平成２７年７月号広報みほ　平成２７年７月号 1212

　介護保険では、介護保険給付に係る費用等や利用者の所得状況等を考慮して、定期的に制度の見直しを
行っています。介護保険制度は、介護の負担を社会全体で支えあい、安心して暮らすための制度です。制
度が円滑に運営されるよう、制度へのご理解と、保険料の納入にご協力をお願いします。

納期限から１年以上介護保険料を納めていない方は、滞納期間に応じて次のように保険給付が制限されま
すのでご注意ください。

▼１年以上滞納…費用の全額を利用者が一旦負担し、申請後に保険給付９割が支払われます。

▼１年６カ月以上滞納…保険給付の一部または全部が一時差し止めとなります。

▼２年以上滞納…利用者負担が３割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

介護保険料の納め方は、受給している年金（障害年金・遺族年金を含む）の額により２種類に分けられます。

【普通徴収】年金受給額が年額１８万円未満の方…「納入通知書」もしくは「口座振替」で納めます。
　村より７月中旬に年間全８期分の納入通知書を送付しますので、取扱い金融機関にて納めてください。

【特別徴収】年金受給額が１８万円以上の方…「年金からの天引き」で納めます。
介護保険料の年額を、年６回に分けて年金から天引きします。
介護保険料は６月の住民税の確定にあわせてその年度の保険料を確定するため、４・６・８月は暫定的な
額での徴収（仮徴収）となり、１０・１２・２月では確定した年額から仮徴収額を差し引いた金額を納めます。
また、１０・１２・２月の支払額が４・６・８月と大きく変動する場合は、８月の納付額を増額させ、年間を通
じて保険料をできるだけ均等にする措置（平準化）をとります。

＊年金額が年額１８万円以上でも、一時的に納付書で納める場合があります。

　６５歳以上の方の保険料は、介護保険サービスに必要な費用等から算出された基準額をもとに所得に応じ
　て決まります。介護保険利用者の増加等により、基準額が４，０００円から４，５００円に引き上げとなりました。
　また、所得段階が７段階から９段階へと細分化されました。

◎平成２７年度の介護保険料◎平成２７年度の介護保険料

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

所得段階 対 象 と な る 方 保 険 料（年額）

４，５００円×１２カ月×０．４５＝２４，３００円
※４，５００円×１２カ月×０．３０＝１６，２００円

※４，５００円×１２カ月×０．５０＝２７，０００円

※４，５００円×１２カ月×０．７０＝３７，８００円

４，５００円×１２カ月×０．７５＝４０，５００円

４，５００円×１２カ月×０．７５＝４０，５００円

４，５００円×１２カ月×０．９０＝４８，６００円

４，５００円×１２カ月×１．００＝５４，０００円

４，５００円×１２カ月×１．２０＝６４，８００円

４，５００円×１２カ月×１．３０＝７０，２００円

４，５００円×１２カ月×１．５０＝８１，０００円

４，５００円×１２カ月×１．７０＝９１，８００円

本人および世帯員全員が住民税非課税で、
・合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者・生活保護の受給者である方

本人および世帯員全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円以下の方

本人および世帯員全員が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額が１２０万円超の方

世帯に住民税課税者がいるが本人が住民税非課税で、
合計所得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

世帯に住民税課税者がいるが本人が住民税非課税で、
第４段階に該当しない方

本人が住民税課税で、
合計所得金額が１２０万円以上１９０万円未満

第８段階
本人が住民税課税で、
合計所得金額が１９０万円以上２９０万円未満

第９段階 本人が住民税課税で、合計所得金額が２９０万円以上

本人が住民税課税で、合計所得金額が１２０万円未満

平成２７年度から平成２９年度までの保険料が決まりました。平成２７年度から平成２９年度までの保険料が決まりました。
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保険料の納め忘れ、滞納にご注意ください保険料の納め忘れ、滞納にご注意ください

保険料の納め方保険料の納め方

平成２７～２８年度

※平成２９年度


